
（平成２９年８月２９日） 

 

 

   
 今年で第68回を迎える全国労働衛生週間が 
 
 
 
 
 
 のスローガンのもとに以下の期間実施されます。 
 
 
 千葉労働局及び管内各労働基準監督署においては、事 
業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主  
的な労働衛生管理活動の一層の促進を図るための取組を 
進めてまいります。 
 
      

    準備期間：  9月1日～9月30日 
            本週間 ：10月1日～10月7日 
 
 

         担当：健康安全課 内  電話 043-221-4312 
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第68回 全国労働衛生週間 
 

働き方改革で見直そう  みんなが輝く  健康職場 

 
＜イベント情報＞ 

１．全国労働衛生週間を１０月に実施します。 



 
＜イベント情報＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
  

 

  問合せ先 

               女性活躍推進センター東京本部 一般財団法人女性労働協会 

                            http://www.josei-suishin.com    

 
                        担当：雇用環境・均等室 （辺田）  電話:043-221-2307 
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２．＜厚生労働省委託事業＞ 

女性活躍を進めるための説明会等のご案内 
～女性活躍推進法への対応は、お済みですか？～ 

～説明会～ 

【対象者】従業員数３００人以下の中小企業経営者・人事労務担当者の方 

【説明内容】 
 ○女性活躍推進法の概要、取組方法 
 ○自社の女性活躍に関する課題分析や行動計画策定のポイント 等 
 
 
 
 
 
 

女性活躍推進アドバイザー 

～女性活躍推進アドバイザーによる個別支援～ 

【対象者】従業員数３００人以下の中小企業経営者・人事労務担当者の方 

【実施期間】 平成２９年７月～平成３０年３月中旬実施予定 

【支援内容】企業の女性活躍の状況把握や、課題分析、達成すべき目標の 

      設定など 個別にアドバイス 

【実施方法】  電話相談・個別訪問    無料 

 

 

 

 ＜開催日時＞ 平成２９年１０月１７日（火）  １４：３０～１６：３０ 会場１４：００ 

 ＜ 会      場  ＞ きぼーる １３階 会議室 

 ＜ 定   員 ＞    ５０名      参加費無料   

                     
  

  

 女性活躍推進法が平成28年4月1日より施行され、従業員数300人以下の中小企業は一般事業
主行動計画の策定・届出などが努力義務となっています。厚生労働省では、「中小企業のための女
性活躍推進事業」を実施しています。 
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１．仕事は計画を立てて行うもの。それでは休暇は？         
 １０月は年次有給休暇取得促進月間です！ 

担当：雇用環境・均等室（辺田） 電話：043-221-2307 

＜新着情報・重要なお知らせ＞ 

【キッズウィーク】 
 地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して休業日を分散化する取組（キッズウィーク）
が平成30年度からスタートします。子供たちの親を含め、働く方々は年次有給休暇を取得しま
しょう！ 


